
第４回 食の安全・安心の確保に関する条例検討会事項書 

 

平成２０年１月１６日 

 

１ 条例骨子案（正副座長案）について 

 
 
 

２ 次回日程について 

 
 
 

３ その他 

 
 
 
 
 
 



三重県食の安全・安心の確保に関する条例（仮称）骨子案について 

 
一 基本的な考え方 

三重県における食品の安全性及び食品に対する信頼感（以下「食の安全・

安心」という。）が確保されるためには、次のことが必要である。 

（１）食の安全・安心の確保に関する基本理念を定めること 

（２）県及び食品関連事業者の責務並びに県民の役割を明確にすること 

（３）県は、食の安全・安心の確保に関する基本的な方針を定め、これに基づ

き、施策を総合的に推進すること 

（４）食の安全・安心の確保のため必要な場合には、県は、食品関連事業者に

対して、一定の措置を講ずることができること 

 

二 骨子案の概略 

上記一の考え方に基づき、骨子案は、次の６章からなるものとする。 

 

第１章 総則 ：食の安全・安心の確保に関する基本理念、県及び食品関

連事業者の責務並びに県民の役割などを規定する。 

 

第２章 基本方針 ：食の安全・安心の確保に関する基本方針を定めるこ

とを規定する。 

 

第３章 基本的施策 ：食の安全・安心の確保に関して基本方針に基づき

県が実施する基本的な施策を列挙し規定する。 

 

第４章 安全・安心の確保に関する措置  

：食品の安全・安心の確保のために講ずる措置の内容を規定する。 

 

第５章 附属機関  

    ：基本方針の審議等のため会議を設置することなどを規定する。 

 

第６章 雑則 ：条例の施行に関して必要なことを規定する。 

  







農林水産物の出荷・販売の禁止について 

 
一 他府県の例 

農林水産物について、一定の要件の下、これを生産又は採取した者に対し

て、その出荷・販売を禁止することを条例において規定している例がある。 
１ 他府県の条例における出荷・販売の禁止に係る一定の要件 

   次の二つに区分される。 
（１）農薬取締法・薬事法による無登録農薬・使用禁止医薬品を使用した場

合又は農薬・動物用医薬品を基準に違反して使用した場合 
（２）食品衛生法で定める基準・規格に合わない場合又は農薬・動物用医薬

品の成分物質などが規定量を超えて残留する場合 
 
２ 法による規制と条例による規制 

 （１）農薬取締法・薬事法では、無登録農薬・使用禁止医薬品を使用した者

又は農薬・動物用医薬品を基準に違反して使用した者に対する罰則を規

定しているが、使用されて生産された農林水産物に関する規定はない。 
↓ 

    このような、法が規制しない農林水産物について、出荷・販売の禁止

を条例において規定している例がある。（新潟、京都など６府県） 
（２）食品衛生法では、基準・規格に合わない場合又は農薬・動物用医薬品

の成分物質などが規定量を超えて残留する場合には、製造・加工・調理・

販売などを禁止するとともに罰則を規定しているが、出荷に関する規定

はない。 
↓ 

    法が規制しない出荷について、その禁止を条例において規定している

例がある。（徳島、熊本） 
 
二 骨子案における考え方 

１ 無登録農薬等の使用及び農薬・動物用医薬品の使用基準違反について 

   無登録農薬等の使用又は使用基準違反をもって、直ちに出荷・販売を禁

止することが食の安全安心の確保に寄与するものであるか否かの判断が

必要である。 
食品安全基本法は、食品の安全性の確保に必要な措置は科学的知見に基

づいて講じられることとしており（第５条）、食品衛生法においては、農薬

等の残留量を安全性の判断基準のひとつとしている（第１１条第３項）。 
関係法律がこうした論理構成にある中、条例において、無登録農薬等の

使用をもって、直ちに、使用された農林水産物の出荷・販売を禁ずること

は、科学的根拠を示すことが困難であると考えられること、また、必ずし

も無登録等の文言は有害と同義語ではないことも考慮すべきであると考

える。 



 
２ 食品衛生法が規制しない農林水産物の出荷について 

農薬等の成分物質について基準を超える残留がある場合の食品衛生法

の規定では、販売又は販売するための加工、使用、調理、保存等について

は禁止されているが、出荷については禁止されていない（第１１条第３項）。 
また、同法に基づく検査結果が確定するまでには一定期間が必要とされ

ており、速やかな対応が困難となっている。 
さらに、安全性が確認されていない農林水産物の流通を停止させるとい

うことは、県産農林水産物への信頼性の醸成に寄与するものと考えられ、

ひいては、県産農林水産物の供給拡大、地産地消の促進につながる効果が

期待できるのではないかと考える。 
 
３ 骨子案における農林水産物の出荷・販売の禁止に関する規定 

   上記１及び２から、次のとおり規定することとする。 
（１）食品衛生法の規定により販売等が禁止された農林水産物の出荷を禁止

する。 
（２）同法の規定により販売等が禁止された農林水産物に該当する疑いのあ

るものについて、その安全性が確認されるまでの間、出荷又は販売を

禁止する。 
 
４ 関連規定 

上記３の規定に関連して、次のことを規定する。 
（１）知事は、立入調査等を行うことができる。 
（２）知事は、事業者が立入調査を拒否等した場合には、その旨を公表する

ことができる。 
（３）知事は、事業者に対して、必要な措置を勧告することができる。 

 
 

 
 



出荷・販売の禁止について 

 

 新潟県 京都府 徳島県 高知県 熊本県 大分県 

条 ２３条 １７条 １２条３項 １８条 １７条 １２条３項 

対象者 生産者（食品関連事業者のう

ち、農林水産物を生産し、又

は採取する者及びこれらの

者で構成される団体） 

食品関連事業者（農林水産物

を生産し、又は採取する者に

限る） 

※府内に事務所、事業所その

他の事業に係る施設又は

場所を有するもの 

生産者（食品関連事業者のう

ち、農林水産物を生産し、又

は採取する者及びこれらの

もので構成される団体） 

生産者・事業者（生産、輸入、

販売その他の事業活動を行

う事業者） 

生産者（農林水産物を生産

し、又は採取する者及びこれ

らの者で構成する団体） 

生産者・事業者（食品関連

事業者） 

※県内に事業所、事務所そ

の他の事業に係る施設又は

場所を有するもの 

出荷・販売の

禁止 

生産、採取した農林水産物が

要件に該当する場合は出荷、

販売してはならない 

生産し、採取した農林水産物

が要件に該当する場合は出

荷、販売してはならない 

生産し、採取した農林水産物

が要件に該当する場合は出

荷、販売してはならない 

生産し、採取した農林水産物

が要件に該当する場合は出

荷、販売してはならない 

生産し、採取した農林水産物

が要件に該当する場合は出

荷、販売してはならない 

製造、販売等を行う食品が

要件に該当する場合は出

荷、販売してはならない 

要件 ②農薬取締法１１条の規定

により使用を禁止された

農薬を使用し、生産された

場合 

 

③農薬取締法１２条１項の

基準に違反して農薬を使

用し、生産された場合 

 

④薬事法８３条の３の規定

により使用を禁止された

医薬品を使用し、生産され

た場合 

 

⑤薬事法８３条の４第１項

の基準に違反して動物用

医薬品を使用し、生産され

た場合 

②農薬取締法１１条の規定

により使用が禁止された

農薬が使用された農林水

産物 

 

③農薬取締法１２条１項に

規定する基準に違反して

農薬が使用された農林水

産物 

 

④薬事法８３条の３の規定

により使用が禁止された

医薬品が使用された農林

水産物 

 

⑤薬事法８３条の４第１項

に規定する基準に違反し

て動物用医薬品が使用さ

れた農林水産物 

 

※食品関連事業者以外の者

が使用した農薬・医薬品等

が付着・混入したことによ

る場合も含む 

 

①食品衛生法１１条１項に

規定する基準若しくは規

格に合わない場合又は農

薬、飼料添加物及び動物用

の医薬品の成分である物

質が、同条第３項に規定す

る量を超えて残留する場

合（ただし書きの場合を除

く） 

 

②農薬取締法１１条の規定

により使用を禁止された

農薬を使用して生産され

た場合 

 

④薬事法８３条の３の規定

により使用を禁止された

医薬品を使用して生産さ

れた場合 

 

⑥農薬を使用する者が遵守

すべき基準を定める省令

２条１項１号の規定に違

反して農薬を使用し、生産

された場合 

②農薬取締法１１条の規定

により使用を禁止された

農薬が使用された農林水

産物である場合 

 

④薬事法８３条の３の規定

により使用を禁止された

医薬品が使用された農林

水産物である場合 

①食品衛生法１１条１項に

規定する基準若しくは規

格に合わない場合又は農

薬、飼料添加物及び動物用

医薬品の成分である物質

が、同条第３項に規定する

量を超えて残留する場合

（ただし書きの場合を除

く） 

 

②農薬取締法１１条の規定

により使用を禁止された

農薬を使用して生産され

た場合 

 

④薬事法８３条の３の規定

により使用を禁止された

医薬品を使用して生産さ

れた場合 

 

 

②農薬取締法１１条の規定

に違反して農薬が使用さ

れた農林産物であるとき 

 

④薬事法８３条の３の規定

に違反して医薬品が使用

された畜水産物であると

き 

関連項目 ①立入検査（２４条） 

②勧告・公表（２５条） 

安全性調査（１９条） 

立入検査（２０条） 

勧告・公表（２１条） 

罰則（２７，２８，２９条） 

自主回収報告（１３、１４条）

立入検査（１５条） 

勧告・公表（１６条） 

△危害情報の申出（１９条）

△立入調査（２０条） 

△勧告・公表（２１条） 

※条文解釈による 

立入検査（１８条） 

勧告・公表（１９条） 

自主回収報告（１３条、１

４条） 

立入検査（２５条） 

勧告・公表（２６条） 

 



自主回収報告制度の概要 

 

一 趣旨 

  自主回収の知事への報告を義務付けることにより、食の安全・安心を確保

しようとするものである。 

 

二 概要 

 １ 自主回収報告の義務付け 

   ①食品衛生法違反又は違反の疑いがある食品等、②健康への悪影響を未

然に防止する観点から規則で定める食品等、を自主回収する場合に、事業

者がその内容を知事に報告することを義務付けるものである。 

２ 県民への公表 

知事は報告された情報を県民に公表するものとする。 

 ３ その他 

   なお、本制度は、一定の条件に該当する自主回収の報告を義務付けるも

のであり、回収そのものを義務付けるものではない。 

 

三 対象となる事業者 

  自主回収報告制度の対象となる事業者は、条例骨子案においては、「県内

に事業所、事務所その他の事業に係る施設又は場所を有する者であって、別

に規則で定めるもの」と規定している。 

  基本的には、生産者や製造、加工者等を報告義務の対象と考えており、具

体的には、県内に事業所等を有する事業者で、①農林水産物の生産者、②食

品の製造、輸入、加工者、が自主回収報告制度の対象者となる。 

  また、販売者であっても、③独自のプライベートブランド商品を販売して

いる場合などは、販売する食品の安全性に一定の責任を有すると考えられる

ことから、自主回収報告制度の対象となる事業者とする。 

 

四 報告対象となる食品等 

  自主回収報告制度の対象となるものは、「食品等」としているが、具体的

には、①食品、②食品添加物（保存料、発色剤など）、③器具（食器、食品

製造に使用する機械など）、④食品の容器包装（びん、樹脂パックなど）と

なる。 

 

五 報告が義務付けられる回収事由 

  自主回収報告制度において、報告を義務付ける自主回収の事由は、次のと

おりである。 

 １ 食品衛生法違反 



   食品衛生法の規定に違反し、又は違反する疑いがある食品等の自主回収

を行ったときには、知事への報告が必要となる。 

 ２ 健康への悪影響 

   健康への悪影響を未然に防止する観点から、上記１の食品衛生法違反以

外のものについても自主回収の報告を義務付ける必要があり、それらにつ

いては規則で定めるものとしている。 

 

六 知事の対応 

 １ 公表 

   知事は、自主回収の報告を受けた場合、又は自主回収終了の報告を受け

た場合は、その情報を県民（消費者）へ公表することとしている。 

  公表することにより、①製品の回収の促進、②県民と事業者との信頼感

の高まり、などのメリットがあると考えられる。 

２ 指導 

  知事は、自主回収の内容が、健康への悪影響の発生・防止の観点から適

切でないと認めるときは、回収範囲の拡大（回収対象製品の拡大など）な

ど、回収方法について改善を指導することができるものとしている。 



自主回収の知事への報告について 

 東京都 大阪府 岡山県 徳島県 大分県 沖縄県 

条 ２３、２４条 ２０、２１条 １８条 １３、１４条 １３、１４条 １７条 

回収報告者 特定事業者 

※都の区域内に事業所、事務

所その他の事業施設・場所

を有するもの 

特定事業者 

※府の区域内に事業所又は

事務所を有するもの 

食品関連事業者 食品関連事業者 生産者・事業者（食品関連

事業者） 

※県内に事業所、事務所等を

有するもの 

食品関連事業者 

要件１ 生産、製造、輸入、加工、

販売した食品等の自主的な

回収に着手した場合 

生産、輸入、販売した食品

等の自主的な回収に着手し

た場合 

生産、製造、輸入、加工、

販売した食品等の自主的な

回収に着手した場合 

生産、採取、製造、輸入、

加工、販売した食品の自主的

な回収に着手した場合 

製造、販売等を行った食品

等の自主的な回収に着手し

た場合 

販売（授与を含む。）をし

た食品等の自主的な回収、

廃棄 

要件２ ①食品衛生法の規定に違反

する食品等（同法１９条２

項の表示基準に違反する

一部のものを除く） 

⑤健康への悪影響を未然に

防止する観点から規則で

定めるもの 

①食品衛生法の規定に違反

し、又は違反する疑いのあ

る食品等（同法１９条２項

の表示基準に違反する一

部のものを除く） 

⑤健康への悪影響の発生を

防止する観点から規則で

定める場合 

②食品衛生法１１条１項に

規定する基準又は規格に

合わない場合 

③農薬、飼料添加物、動物用

医薬品の成分物質が１１

条３項に規定する量を超

えて残留する場合（３項た

だし書を除く） 

④出荷禁止の農林水産物で

ある場合 

⑤健康への悪影響を未然に

防止する観点から規則で

定める場合 

②食品衛生法１１条に規定

する基準又は規格に合わ

ない場合 

④出荷禁止の農林水産物で

ある場合 

⑤健康への悪影響を未然に

防止する観点から規則で

定めるもの 

⑤県民の食品の安全安心の

確保に支障が生ずるおそ

れがあると認められる場

合として規則で定めるも

の 

流通地域・態

様により報

告しなくて

も良い場合 

①都の区域内に流通してい

ないことが明らかな場合 

②都民に販売されていない

ことが明らかな場合 

③他者を経ることなく直接

販売している場合 

④法令に基づく命令、書面に

よる回収の指導を受けて

回収する場合 

①府の区域内に流通してい

ないことが明らかな場合 

②府民に販売されていない

ことが明らかな場合 

③他者を経ることなく直接

販売している場合 

 

 ①県の区域内に流通してい

ないことが明らかな場合 

②消費者に販売されていな

いことが明らかな場合 

③他者を経ることなく直接

販売している場合 

④法令に基づく命令、書面に

よる回収の指導を受けて

回収する場合 

④法令に基づく命令、書面に

よる回収の指導を受けて回

収する場合 

 

知事の指導 ①回収措置が健康への悪影

響の発生・拡大の防止の観

点から適切でないと認め

るときは、回収の変更に係

る指導 

②回収が行われた食品等が

都内に存在する場合は、知

事は指導を行うことがで

きる 

①回収措置が健康に係る被

害発生・拡大の防止の上で

適切でないと認めるとき

は、回収の変更に係る指導 

②回収が行われた食品等が

府内に存在する場合は、知

事は指導を行うことがで

きる 

①回収措置が健康への悪影

響の発生を防止する観点

から適切でないと認める

ときは、回収の実効性を確

保するための指導 

①回収措置が健康への悪影

響の発生・拡大の防止の観

点から適切でないと認め

るときは、回収の変更に係

る指導 

①回収措置が健康への悪影

響の発生・拡大の防止の観

点から適切でないと認め

るときは、回収の変更に係

る指導 

①食品の安全安心の確保の

ために必要と認める助

言、指導その他支援 

知事による

公表・情報提

供 

①回収着手・終了の報告を受

けた場合は公表する 

①回収着手・終了の報告を受

けた場合は公表する 

②流通地域の地方公共団体

への情報提供 

 ①回収着手・終了の報告を受

けた場合は、情報を県民に

提供する 

①回収着手・終了の報告を 

受けた場合は、情報を県民

に提供する 

③報告があった場合、助

言・指導を行った場合で

必要あるときは、県民に

公表する 

 



立入調査について 

 JAS 法 食品衛生法 １ 東京都 ２ 新潟県 ３ 京都府 ４ 兵庫県 ５ 徳島県 ６ 高知県 ７ 熊本県 ８ 大分県 ９ 沖縄県 

１ 根拠規定 ２０条２項 ２８条 ２１条 ２４条 ２０条 １１条 １５条 ２０条 １８条 ２５条 １８条 
２ 要件 法律の施行に

必要な限度 
必要があると

認めるとき 
食品による健

康への悪影響

蓋然性・重大

性の観点から

必要と認める

とき 
 

第３章（使用

禁止農薬等を

使用した農林

水産物の出荷

等の禁止）の

規定の施行に

必要と認める

とき 

条例の施行に

必要な限度 
８条（食品等

の安全基準）、

９条（基準の

遵守義務）、１

０条（措置命

令）の施行に

必要な限度 

条例の施行に

必要な限度 
条例の施行に

必要な限度 
前条各号（供

給の禁止）に

違反又はその

おそれがある

と認めるとき 

条例の施行に

必 要 な 限 度

（25条） 

県民からの調

査実施要求が

あった場合 

３ 条文中に

明示はされ

ていないが

要件の主な

具体例とし

て考えられ

るもの（条

文の解釈に

よる） 

   
 

 出荷等の禁止

（17条）、遺伝
子組換え食用

作物に係る措

置（18条）、安
全性調査（19
条） 

 出荷等の禁止

（12条 3項） 
供 給 の 禁 止

(18条) 
 

 出荷等の禁止

（12条 3項）、 
ふぐの販売制

限等（15 条 2
項、 20 条 1
項）、適正な食

品表示（21条
2項） 

 

４ 調査等の

内容 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 

①報告 
②事業所への

立入 
③物件の検査 
④物件の提出 
⑤関係者への

質問 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 
⑤関係者への

質問 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 
⑤関係者への

質問   

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 
 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 
⑤関係者等へ

の質問 

①報告 
②事業所等へ

の立入 
③物件の検査 
④物件の提出 

※ 任意 
④物件の提出 
※物件の提出

以外は具体

的な規定な

し 

５ 審議会等

への諮問 

なし なし 原則として委

員会の意見を

聴く 

なし 立入の前段階

の安全性調査

の段階で聴く 

なし なし なし なし 
 

なし なし 

６ 調査履行

のための担

保 

罰則（27 条 4
号） 
①報告拒否、 

虚偽報告、

検査拒否・

妨害・忌避 
②５０万円以

下の罰金 
③ 両 罰 規 定

(29条１項 2
号) 

罰則（75 条 1
号、2号） 
①報告拒否、

虚偽報告、

検査・物件

提 出 の 拒

否・妨害・

忌避 
②５０万円以

下の罰金 
③ 両 罰 規 定

（ 78 条 2
号） 

罰則（30条） 
①報告拒否、

虚偽報告、

調査・物件

提 出 の 拒

否・妨害・

忌避 
②２０万円以

下の罰金 
③ 両 罰 規 定

（31条） 

勧告・公表（25
条） 
 

罰則（28条） 
①報告拒否、

虚偽報告、

検査拒否・

妨害・忌避 
②30万円以下
の罰金 
③ 両 罰 規 定

（29条） 

罰則（27条） 
①報告拒否、

虚偽報告、

検査・物件

の提出の拒

否・妨害・

忌避、陳述

拒否、虚偽

陳述 
②５０万円以

下の罰金 
③ 両 罰 規 定

（28条） 

なし なし 勧告・公表（19
条） 

なし なし 



１ 目的 ２ 定義

都道府県名 条例名 公布日
議員
提案

前文の有
無

①目的 ②定義
①安全な食
品選択の機
会確保

②健康保
護の最重
要性

③事業者
の一義的
責任

④各主体
の責務

⑤生産か
ら消費ま
での安全

⑥科学的
知見に基
づく安全確
保

⑦県民と
の協働

⑧関係者
の連携協
力

⑨相互の
信頼

⑩情報の
公開・共
有

⑪意見・
情報交換

⑫県民意
見への配
慮

⑬環境へ
の配慮

⑭適正な
食品表示

⑮国と自
治体との
連携

⑯総合行
政

1 北海道 北海道食の安全・安心条例 １７．３．３１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 宮城県 みやぎ食の安全安心推進条例 １６．３．２３ × ○ ○

3 秋田県 秋田県食品の安全・安心に関する条例 １６．３．２６ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 栃木県
とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関す

る条例
１８．６．２３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 群馬県 群馬県食品安全基本条例 １６．３．２４ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 埼玉県 埼玉県食の安全・安心条例 １６．８．３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 千葉県
千葉県食品等の安全・安心の確保に関する

条例
１８．３．３０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 東京都 東京都食品安全条例 １６．３．３１ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 新潟県 にいがた食の安全・安心条例 １７．１０．２４ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 岐阜県 岐阜県食品安全基本条例 １５．１２．１８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 京都府 京都府食の安心・安全推進条例 １７．１２．２７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 大阪府 大阪府食の安全安心推進条例 １９．３．１６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 兵庫県 食の安全安心と食育に関する条例 １８．３．２４ ○ ○ ○ ○

14 岡山県
岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推

進に関する条例
１８．１２．２６ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 徳島県 徳島県食の安全安心推進条例 １７．１２．２２ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 高知県 高知県食の安全・安心推進条例 １７．１０．２１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 熊本県 熊本県食の安全安心推進条例 １７．３．２４ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 大分県 大分県食の安全・安心推進条例 １７．３．３１ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 沖縄県
沖縄県食品の安全安心の確保に関する条

例
１９．７．２０ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 三重県 三重県食の安全・安心確保基本方針
１５．１．２８
（策定日）

Ⅰ趣旨 Ⅲ－３ Ⅲ－２

Ⅰ趣旨、
Ⅱ取り組
みの基本
姿勢

Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－４ Ⅲ－４
Ⅲ－4－
（３）、Ⅳ
－1

Ⅲ－３
Ⅲ－３、
Ⅳ－1

Ⅳ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅳ Ⅳ

21 三重県
三重県食の安全・安心の確保に関する条例

（仮称）（骨子案）
○ Ⅰ－１ Ⅰ－２

Ⅰ－３－
（１）

Ⅰ－３－
（３）

Ⅰ－３－
（３）

Ⅰ－３－
（２）

Ⅰ－３－
（２）

Ⅰ－３－
（２）

Ⅰ－３－
（２）

Ⅰ－３－
（２）

Ⅰ－３－
（２）

各都道府県の食の安全・安心に関する条例、三重県食の安全・安心確保基本方針及び条例骨子案の規定項目

３ 基本理念



都道府県名

1 北海道

2 宮城県

3 秋田県

4 栃木県

5 群馬県

6 埼玉県

7 千葉県

8 東京都

9 新潟県

10 岐阜県

11 京都府

12 大阪府

13 兵庫県

14 岡山県

15 徳島県

16 高知県

17 熊本県

18 大分県

19 沖縄県

20 三重県

21 三重県

７ 財政措置８ 法令解釈

⑰食育
⑱食と農
の理解へ
の活動

⑲活力あ
る社会の
実現

⑳安全な
食品の生
産

①県の責
務

②生産者
等の責務

③県民の
役割・責
務

④教育・
農漁者等
の責務

⑤市町の
役割

①国・自
治体の連
携等

②市町村
への協力

③他の自
治体への
要請

①議会へ
の報告

②施策の
公表

①財政措置 ①法令解釈
①基本計
画

②基本方
針

①体制整
備

②関係機
関施策の
調整

③監視・指
導体制整備

④危機管
理体制の
整備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ－３ Ⅲ－１、２ Ⅳ－２ Ⅳ－２
事務事業
評価表、
重点Ｐ

Ⅳ－３
(行動計
画）

Ⅳ Ⅳ Ⅲ－１

BSE、鳥イン
フルエンザ
等個別に危
機管理マ
ニュアルを
作成⇒訓練
実施

Ⅰ－４ Ⅰ－５ Ⅰ－６ Ⅰ－７ Ⅰ－８ Ⅰ－９ Ⅱ Ⅲ－一－１ Ⅲ－一－１

４ 責務・役割 ５ 行政の連携 ６ 施策の報告・公表 １０ 体制整備９ 基本計画



都道府県名

1 北海道

2 宮城県

3 秋田県

4 栃木県

5 群馬県

6 埼玉県

7 千葉県

8 東京都

9 新潟県

10 岐阜県

11 京都府

12 大阪府

13 兵庫県

14 岡山県

15 徳島県

16 高知県

17 熊本県

18 大分県

19 沖縄県

20 三重県

21 三重県

１３ 研究開発 １５ 人材育成 １６ 環境

①事業者
の取組

②自主的
な衛生管
理

③事業者に
よる安全性
の確保

④事業者
による情
報の記録

⑤事業者
の情報公
開

⑥生産者
の遵守義
務等

⑦顕彰の
実施

①自主的
な衛生管
理の支援

②事業者
による情
報記録の
支援

③事業者
の情報公
開の支援

④安全性
向上への
支援

⑤安全安
心確保の
施策実施

⑥生産資
材の適正
使用

⑦遺伝子
組替え作
物対策

⑧衛生管
理の普及
啓発

⑨食品の
検査・監
視

⑩情報の
収集

①研究開発
の推進

①教育・学習
の推進

②安全安
心月間

①人材の育成
①環境へ
の配慮

①適正な
表示

②自主基
準の設定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－１
Ⅲ－１－
（２）、２－
（２）、（３）

Ⅲ－１－
（２）、２－
（４）

Ⅲ－２－
（４）

Ⅲ－１－
（２）、
（３）、
（４）、２－
（２）、（３）

Ⅲ
Ⅲ－１－
（２）

Ⅲ－2－
（1）、（2）

Ⅲ－１－
（１）、
（４）、（５）

Ⅲ－１
Ⅲ－３－
（２）、４－
（３）

食の安全・
安心取組
強化月間
（11月）

Ⅲ－４－（1）
Ⅲ－１－
（３）

Ⅲ－１－
（4）

Ⅲ－一－
２

Ⅲ－一－
３

Ⅲ－一－４
三－一－４、
三－一－６

Ⅲ－一－５
Ⅲ－一－
７

Ⅲ－一－
８

１１ 事業者の取組 １２ 安全推進施策 １４ 啓発 １７ 適正表示・



都道府県名

1 北海道

2 宮城県

3 秋田県

4 栃木県

5 群馬県

6 埼玉県

7 千葉県

8 東京都

9 新潟県

10 岐阜県

11 京都府

12 大阪府

13 兵庫県

14 岡山県

15 徳島県

16 高知県

17 熊本県

18 大分県

19 沖縄県

20 三重県

21 三重県

２２ 出荷禁止 ２３ 罰則

③県の基
準設定

①認証制
度

②工程の
認定

①リスクコ
ミュニケー
ション

②情報の
提供

③情報・
意見交換

④関係団
体との協
働

⑤信頼確
保施策

⑥県民参
加

⑦県民か
らの提案

⑧県民意
見の反映

⑨県民申
出

⑩危害情
報の公表

①自主回
収の報告

②自主回
収に係る
指導

①知事の
調査

②知事の
立入

③知事の
措置勧告

④出荷等の
禁止

①罰則 ①審議会
②県民会
議

③安全評
価委員会

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ－２－
（４）

Ⅲ－2－
（3）

Ⅳ－１

Ⅲ－２－
（１）、
（2）、３－
（１）、４－
（１）、Ⅳ
－１

Ⅲ－３－
（３）、４－
（２）、Ⅳ
－１

Ⅲ－４－
（２）、Ⅳ
－１、２

Ⅲ－４－
（２）、
（3）、Ⅳ－
１

Ⅲ－４－
（1）、
（３）、Ⅳ
－１、２

Ⅲ－３－
（３）、Ⅳ
－１

Ⅳ－１
Ⅲ－３－
（３）

Ⅲ－1－
（5）

食の安全・安
心確保のた
めの検討会
議

Ⅲ－一－
９

Ⅲ－二－
１

Ⅲ－二－
１

Ⅲ－二－
２

Ⅲ－二－
１

Ⅲ－二－
３

Ⅲ－二－
４

Ⅳ－２ Ⅳ－３ Ⅳ－４ Ⅳ－５ Ⅳ－１ Ⅴ

１９ リスクコミュニケーション ２４ 審議会１８ 認証制度 ２０ 自主回収の報告 ２１ 調査・勧告・公表基準



都道府県名

1 北海道

2 宮城県

3 秋田県

4 栃木県

5 群馬県

6 埼玉県

7 千葉県

8 東京都

9 新潟県

10 岐阜県

11 京都府

12 大阪府

13 兵庫県

14 岡山県

15 徳島県

16 高知県

17 熊本県

18 大分県

19 沖縄県

20 三重県

21 三重県

①食育の
推進

②食育推
進の施策

③食への
理解推進
の施策

④食文化
の継承

⑤県民の
食育推進
活動

⑥子ども
の食育の
推進

⑦家庭に
おける食
育の推進

⑧学校に
おける食
育の推進

①ふぐに
関する管
理

②見直し

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

Ⅲ－３－
（２）
三重県食
育推進計
画

必要に応じ
て随時見
直し

Ⅲ－一－
６

２６ その他２５ 食育


